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稲穂がたくさん実るよう
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阿田和公民館や御浜中学校体育館などの公共施設が整備されたことに伴い、避難所の指定を一部変
更します。市木地区の避難所として、「御浜小学校体育館」を新たに指定し、また、これまで避難所
に指定していた阿田和地区の「農業団地センター（ＪＡ三重南紀本店敷地内）」と神志山地区の「御
浜町体育センター」の指定を取り消し、「阿田和公民館」、「御浜中学校体育館」を新たに避難所とし
て指定します。

指定
地区名 施設名

市木地区 御浜小学校体育館

変更

地区名
施設名

指定の取消 指定

阿田和地区 農業団地センター
（ＪＡ三重南紀本店敷地内） 阿田和公民館

神志山地区 御浜町体育センター 御浜中学校体育館

みなさんは「避難所」と「津波避難場所」の違いをご存知ですか？
町では、大雨や大地震などの災害に備えるため町内各地に「避難所」と「津波避難場所」を指定し
ています。いざという時、落ち着いた行動がとれるよう普段から確認しておきましょう。

「避難所（主に公民館や体育館等の公共施設）」とは・・・
①大雨や台風等の災害が発生するおそれがある場合に、自主避難者や緊急避難者などが応急的に避難
する施設です。その都度、防災行政無線等により開設する避難所をお知らせします。

②大地震等の大規模災害が発生した場合に、住宅喪失者などが一定期間の避難生活を送るための施設
です。ただし、災害の種別や施設の状況によっては使用できない施設があります。

「津波避難場所（主に駐車場や広場等の屋外）」とは・・・
津波の危険から身を守るために一時的、緊急的に避難する高台の場所です。
津波による浸水のおそれのある地域では、地震の揺れがおさまり次第、ただちに高台への避難行動
を始めてください。

防災情報 No.6

避難所を一部変更します

避
難
所
・
津
波
避
難
場
所
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「避難所」及び「津波避難場所」一覧
避 　 難 　 所（17箇所）	 平成25年５月１日現在

地区名 施設名

尾呂志

阪本コミュニティーセンター
尾呂志公民館
尾呂志体育館
西原集会所
中立コミュニティーセンター
尾呂志学園たかちらホール

阿田和
御浜町役場
柿原公民館
引作集会所

避
難
所
・
津
波
避
難
場
所
／
防
人
の
独
言

準 備 を怠るな！！
防災課　西　優輝

－防
さ き

人
も り

の独言 No.8－

†問い合わせ先†　防災課防災係（担当　西
にし

　優
ゆう

輝
き

）　☎３－０５０７

４月13日早朝、兵庫県淡路島で震度６の地震が発生しました。幸い、死者はでませんでしたが1,939
棟の建物に被害が出ました。
淡路島から遠く離れた御浜町でも、この地震が発生した午前５時30分頃には、Ｊ

ジェイ

－Ａ
ア ラ ー ト

ＬＥＲＴの
作動とともに防災行政無線から緊急地震速報が流れました。聞きなれない警告音に驚いた方も多い
のではないでしょうか？かくいう私も、防災担当にも関わらず突然の警告音にびっくりしてバネの
ように飛び起きたような状況で、改めていつ起こるかわからない地震に対する心構えがまだまだ甘
い。いつでも対応できるように準備を怠ってはいけない！と自分を戒めた次第です。
ところで先日、体重90㎏超で野球狂の上司に連れられて、年に一度の官公庁野球大会に参加して
きました。中学まで野球をやっていた私はこの日のためにマイバットを購入し、仕事で疲れきって
帰宅した時も素振りやバッティングセンターに通い準備万端で試合に臨みました。結果は優勝こそ
できませんでしたが、好プレーあり！珍プレーあり！快打あり！と我が御浜町チームの力は存分に
アピールできたと思います！ま・・・私は補欠でしたけど。
でも、試合に出ようが出られまいが、私は準備だけは怠らずに、これからもマイバットを振り続
けていきます・・・いつかレギュラーとして試合に出られる日を夢見て。
真の防人になるのと、試合で初ヒットを打つのと、どっちが早いかなぁ～。

津波避難場所（６箇所）	 平成25年５月１日現在

地区名 施設名 地区名 施設名

阿田和

御浜町役場駐車場
市　木 御浜小学校グラウンド

紀南病院駐車場
山地コミュニティーセンター駐車場

神志山 御浜中学校グラウンド
上地地区一時避難場所

地区名 施設名

阿田和
山地コミュニティーセンター
阿田和中学校体育館
阿田和公民館

市　木
御浜町福祉健康センター
御浜小学校体育館
上市木公民館

神志山
御浜中学校体育館
神木公民館
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各
課
紹
介

各 課 紹 介

総 務 課 課　長　仲
なか

　康
やす

弘
ひろ

防 災 課 課　長　辻
つじ

　郁
いく

夫
お

○今年度の主な取組

総務課には、総務係と企画財政係の２つの係
があります。

総務係では、町長秘書業務や職員の管理、町
財産の管理、町の広報誌「広報みはま」の発行、
行政放送などのほか、住民のみなさんの交通安
全や防犯対策の業務を行っています。また、各
種選挙が実施される場合の選挙管理員会事務局
も兼ねています。本年度は参議院議員選挙と町
議会議員選挙が予定されています。

企画財政係では、町の根幹をなす御浜町総合
計画の推進や毎年度の予算編成などのほか、行
政改革、住民自治、工事入札の実施、各種統計
調査、公共交通対策、松本市梓川自治区との交
流などに取り組んでいます。

○今年度の主な取組

今年度の取り組みは、昨年同様、防災対策に
おける２本柱を主として取り組んで参ります。
１．全町的に取り組む防災対策（緊急地震・津

波対策行動計画）
○ハード面
◦津波避難ビル指定（ＪＡ三重南紀屋上）に伴
う外付け避難用階段設置
◦衛星携帯電話増設
◦避難誘導看板等設置（継続）
○ソフト面
◦県と３市町（御浜町・熊野市・紀宝町）との
総合防災訓練
◦防災関連のマニュアル及び各種計画の策定
◦災害時における応援協定の締結（継続）

２．「自主防災組織の育成・強化」プロジェク
トとしての活動
◦全職員一丸となって各地域に入り、それぞれ
の組織にあった活動への支援

職員氏名
左から１列目：奥

おく

田
だ

恭
やす

大
ひろ

、上
うえ

野
の

喜
き

一
いち

郎
ろう

、松
まつ

浦
うら

　豊
ゆたか

、仲
なか

　康
やす

弘
ひろ

、
谷
たに

合
あい

輝
てる

幸
ゆき

、中
なか

本
もと

憲
のり

明
あき

２列目：和
わ

田
だ

康
やす

高
たか

、㟢
さき

久
く

保
ぼ

加
か な

奈、阪
さか

口
ぐち

和
かず

美
み

、山
やま

本
もと

幸
こう

一
いち

郎
ろう

、
下
しも

川
かわ

博
ひろ

愛
なる

職員氏名
左から：西

にし

　優
ゆう

輝
き

、辻
つじ

　郁
いく

夫
お

、中
なか

本
もと

　勝
まさる

、鈴
すず

木
き

嘉
か	しょう

将

いずれの取り組みにおいても、行政（公助）
と住民個々（自助）地域（共助）が共に足並み
を揃え、取り組むことが重要と考えます。
我々、防災課職員のみならず、全職員が防災
課であるという意識のもと取り組んで参ります
ので、宜しくお願い致します。
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各
課
紹
介

税 務 住 民 課 課　長　南
みなみ

　州
くに

計
かず

健 康 福 祉 課 課　長　林
はやし

　義
よし

尊
たか

○今年度の主な取組

税務住民課では、町税業務をはじめ、戸籍、
住民基本台帳、国民年金、国民健康保険といっ
た住民のみなさんが普段生活する上で、深く関
わりのある事務事業を行っています。
平成25年度におきましては、「あいさつ・笑顔・
迅速」をモットーに課内の快適な環境づくりに
積極的に取り組み、住民サービスに努めてまい
りますのでよろしくお願いします。

①総合住民システムの更新
住民サービスの一層の向上や事務の効率化を
図るため、役場の基幹システムである総合住民
システムの更新を実施します。

②国民健康保険事業の適正化
ガンや糖尿病など生活習慣病の早期発見、早
期治療へとつなげるため、特定健診等受診率向
上に積極的に取り組みます。

○今年度の主な取組

新型インフルエンザ等特別措置法が施行さ
れ、具体的な行動計画が町の役割も含め国から
示されます。最近では中国で鳥インフルエンザ
の患者発生が問題となっており、今後について
は情報が入り次第、住民のみなさんに周知して
参りますので、ご協力お願いします。
今年度４月より新規に水ぼうそう（水痘）任
意予防接種に対し助成を行います。対象は１歳
から４歳未満です。接種された年度内に申請し
てください。
少子化対策については、現在、志原保育所に
併設している子育て支援室に専任の保育士を配
置し、赤ちゃん訪問などにおいて、保健師との
連携強化を図り、子育て支援を拡充します。
高齢者対策については、見守り緊急通報装置
の設置、救急キットの配布を推進するなど、対
策の充実、強化に努めていきます。

職員氏名
左から１列目：小

お

倉
ぐら

久
く

米
め

、西
にし

山
やま

ひとみ、南
みなみ

　州
くに

計
かず

、辻
つじ

本
もと

淑
よし

子
こ

、
赤
あか

㟢
ざき

玲
れい

子
こ

２列目：南
みなみ

　菜
な

緒
お

、今
いま

西
にし

千
ち

妃
ひ

路
ろ

、古
こ う べ

部裕
ゆ う こ

子、櫨
はぜ

山
やま

慎
しん

也
や

、
榎
えの

本
もと

若
わか

典
のり

、岡
おか

田
だ

織
おり

謙
かね

３列目：池
いけ

田
だ

康
やす

子
こ

、山
やまもと

本さゆみ、田
たの

上
うえ

孔
こう

基
き

、山
やま

田
だ

一
かず

成
なり

、
下
しも

　博
ひろ

昌
まさ

、赤
あか

根
ね

義
よし

人
ひと

、仮
かり

谷
たに

　智
さとし

職員氏名
左から１列目：林

はやし

　健
けん

太
た

郎
ろう

、豊
とよ

田
だ

由
ゆ

美
み

、林
はやし

　義
よし

尊
たか

、齋
さいとう

藤とも子
こ

、
時
とき

田
た

智
とも

子
こ

、古
こ

根
ね

川
がわ

　幸
さち

２列目：大
おお

江
え

真
ま

紀
き

子
こ

、下
しも

　初
はつ

美
み

、尾
お

㟢
ざき

千
ち

恵
え

、植
うえ

村
むら

由
ゆ

美
み

、
東
ひがし

ひとみ、向
むか

井
い

田
だ

清
きよ

美
み

３列目：畑
はた

中
なか

芳
よし

成
なり

、西
にし

　勉
つとむ

、大
おお

家
や

英
ひで

樹
き

、永
なが

田
た

隼
はや

大
と

、
下
しも

　美
み

穂
ほ

、宮
みや

澤
ざわ

佳
か

永
え

、尾
お

白
しろ

実
み

千
ち

、田
た

中
なか

仁
ひと

美
み
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児
童
手
当

児童手当等を受給している方へ
～ ６月分以降の手当等を受けるには、現況届が必要です ～

「現況届」とは、毎年６月に行う児童手当・特例給付の更新の手続きです。児童の養育状況や所得
状況の確認を行います。
６月初旬に「現況届」をお送りしますので、必ず６月中に提出してください。提出されない場合は、
６月分以降の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

【提出するもの】

現在受給中の方全員
①現況届（必要事項を記入・訂正の上、提出してください。）
②受給者本人（保護者）の健康保険証の写し等（お子さんの保険証は不可）
③印鑑（認印・朱肉を使うもの）

平成 25 年１月１日に
御浜町に住民登録のな
かった方

平成25年度（平成24年分）所得証明書（児童手当用）
※平成25年１月１日時点で住民登録していた市区町村から取り寄せてくだ
さい。
※配偶者の方が、税法上の扶養控除の対象となっていない場合は、配偶者
の方の所得証明書も併せて必要になります。

児童が御浜町外に住民
登録している方

①児童の属する世帯全員の住民票（本籍と続柄が省略されていないもの）
②別居監護申立書

※この他にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。

〇児童手当の概要
【支給対象者】中学校卒業まで（15歳の誕生日後の最初の３月31日まで）の児童を養育している方
【支給額】

年齢 金額
３歳未満 15,000円（一律）

３歳以上	小学校修了前
第１子・第２子 10,000円
第３子以降 15,000円

中学生 10,000円（一律）
所得制限限度額を超える方（特例給付） 5,000円（一律）
※第○子とは、18歳到達後の最初の年度末（３月 31日）までの児童のうち、年齢が上の児童から
数えて何人目かを表すものです。

【支給時期】原則として、６月、10月、２月にそれぞれの前月までの４か月分を支給します。

出生、転入などで新たに受給する方へ
お子さんが生まれとき、他の市区町村から御浜町に転入したときは、「認定請求書」の提出（申請）
が必要です。健康福祉課にて手続きを行ってください。
※申請は15日以内に行ってください。なお、公務員の場合は勤務先に提出してください。

【認定請求に必要な添付書類】
○健康保険証の写しなど
○請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの（通帳やキャッシュカードの写し）
○平成25年５月以降平成26年４月までに認定請求する方で、平成25年１月１日に御浜町に住民票のな
かった方は、１月１日現在いた市町村の発行する平成25年度（平成24年分）所得証明書が必要です。
また、配偶者の方が、税法上の扶養控除の対象となっていない場合は、配偶者の方の所得証明書も
併せて必要になります。
※この他にも、必要に応じて別途書類を提出していただく場合があります。

†問い合わせ先†　健康福祉課福祉係
（担当　林

はやし

　健
けん

太
た

郎
ろう

）☎３－０５１５
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水
害
時
衛
生
対
策

水害時の衛生対策と消毒方法
大雨などで家屋などが浸水すると細菌が増えるなど、感染症や食中毒などが発生しやすい環境にな
ります。
家屋等に浸水被害が発生した際には、下表を参考に衛生対策を行いましょう。

●床上・床下浸水の場合
◦家の周囲や床下などにある不要なものや汚泥なども片付けてください。
◦水で洗い流せる場所は、よく汚れを洗い流してください。
◦床下に溜まった汚水などは、雑巾などで吸水し扇風機などにより乾燥に努めてください。
◦必要に応じて下表のとおり消毒をしてください。

●食中毒・感染症の予防
◦食事の前や用便の後は、しっかりと手を洗ってください。
◦水に浸かった食品や、停電により保存温度が保てなかった要冷蔵・冷凍食品は、出来るだけ破棄
してください。
◦からだに異常を感じたら早めに医療機関を受診してください。

水害時の消毒方法（浸水した場合は消毒が必要になります）　　消毒薬は、薬局で購入できます
消毒対象 消毒薬 調整方法 使用方法

屋外
（し尿槽や下水があふれた
場所、動物の死骸や腐敗
物が漂着した場所、はん
濫した汚水が付着した壁
面、乾燥しにくい床下）

クレゾール
石ケン液

クレゾール石ケン液30㎖
に水を加えて１ℓとする。液
が濁っている場合には上澄み
を使う。

家屋の周りはじょうろや噴霧器などで濡れるよ
うにまく。
壁面は、泥などの汚れを水で落としてから、消
毒液をひたした布などでよく拭く。
または噴霧器を使う場合は、濡れる程度に噴霧
する。オルソ剤 オルソ剤20㎖に水を加え

て、１ℓとする。

屋内
（汚水に浸かった壁面や
床、家財道具） 塩化ベンザル

コニウム逆性
石ケン
（オスバン等）

塩化ベンザルコニウムまた
は塩化ベンゼトニウムとして
0.1%の濃度になるようにう
すめる。（10%の製品の場合、
本剤10㎖に水を加え１ℓと
する）
いろいろな濃度のものが市
販されているので、希釈倍率
に注意する。

泥などの汚れを洗い流すか、雑巾などで水拭き
してからうすめた液を浸した布などでよく拭く。
または噴霧器で噴霧する場合は濡れる程度に噴霧
する。その後は風通しをよくし、そのまま乾燥させる。

手指
（後片付けなどで、汚染
された箇所や土に触れた
手指）

汚れを石けんで洗った後、流水で石けんを落と
し、洗面器などに入れた消毒液に手首まで浸し、
30秒以上もみ洗いをする。
その後、乾いたタオルなどでよく拭き取る。石けん
が残っていると殺菌力が低下するので、よく洗い流す。

食器類
（ミルトン等）

次亜塩素酸
ナトリウム
※ハイターは
界面活性剤
が入ってい
るため、す
すぎが必要
です。

10%製品を使用する場合
は、本剤２㎖に水を加え１ℓ
とする。（次亜塩素酸ナトリ
ウムの濃度が0.02%になるよ
うに希釈する。）

食器を水洗いした後、消毒液に５分以上浸し、
再度水洗いをして自然乾燥させる。

井戸水

10%製品を使用する場合
は、水１ℓにつき１滴を加え
る。（残留塩素として１～２
ppmの濃度になるように調整
する。）

汚染された井戸水は水質検査で飲用可能になる
まで飲まないほうが良い。やむを得ず使用する場
合は煮沸してから使う。
どうしても、消毒液を使う場合は、くみ取った
水に１～２ppm濃度になるよう調整した消毒液を
入れ、30分以上放置してから飲用する。

注意事項

※取り扱う際には長袖、長ズボンを着用し、メガネ、マスク、ゴム手袋などを使用し、皮膚や目
にかからないように注意すること。
※皮膚についた場合は、大量の水と石けんで良く洗い流す。目に入った場合は、水で15分以上洗い流し、
医師の診察を受けること。
※使用する直前に希釈し、希釈する濃度を守ること。
※他の消毒液や洗剤などと混合しないこと。
※器に移して保管しないこと。
※浄化微生物に影響を及ぼすので、浄化槽には散布しないこと。

†問い合わせ先†　健康福祉課健康づくり係
（担当　宮

み や

澤
ざ わ

佳
か

永
え

）☎３－０５１１



8

水
道
週
間

第55回「水道週間」６月１日～７日
「復興の　未来と生

い の ち

命　照らす水」
水道週間は、水道について理解と関心を高めることを目的に全国で一斉に実施されます。
蛇口をひねれば簡単に得られるきれいな水。あまりにも身近にあるため水のありがたさを現代の私
たちはつい忘れがちです。水道水は限りある資源です。みなさん大切に使用しましょう。

■宅内での漏水の発見方法
水道管が古くなって劣化してきたり、寒さで凍ったりすると管に亀裂が入って漏水することがあり
ます。漏水は水道料金に影響しますので、早めに発見するために、定期的な確認をお勧めします。

①家の中の蛇口を全部しめて、水道水が使われていな
いことを確認する
②水道メーターのパイロット（銀色の星）が回ってい
るかどうか調べる

もしパイロットが回っていたら宅内で漏水している
可能性がありますので、お近くの水道屋さんに修理を
依頼してください。また、修理後は１カ月分だけ漏水
分の半分を減額しますので、役場までご連絡ください。

■クロスコネクションは禁止されています！
◎クロスコネクションとは？
「水道の給水管」と「井戸水など水道以外の管」
が直接連結されていることをいいます。バルブ
をつけて必要に応じて水道水と井戸水等を切り
替えて使用している状態もクロスコネクション
になります。

◎クロスコネクションになっている場合は？
水道の給水管と井戸水などの管を接続してい
ると、井戸水が水道管へ逆流し水質汚染事故を
引き起こす恐れがありますので、クロスコネク
ションは水道法により固く禁止されています。
もし発見された場合は速やかに水道の給水管と
水道以外の管を切り離してください。（費用は
使用者負担）

†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係
（担当　濵

はま

地
じ

靖
やす

章
あき

）
☎３－０５１３

井
戸
ポ
ン
プ

混
合
水

井
戸
水

水
道
水

バルブ

井戸水 水道水
水道メーターBOX

井
戸
ポ
ン
プ

バルブ

井戸水 水道水
水道メーターBOX

パイロット
水が流れていると回るようになっています。
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下
水
道

阿田和地区のみなさんへ下水道についてのお願い
≪下水道接続を済まされていないみなさんへ≫
平成12年の供用開始から、４月末までに対象戸数1,209戸の内、936戸（77％）の方々が下水道への
接続を済まされました。

生活環境の改善と公共水域の水質改善のために、下水道への接続をお願いいたします。

〇下水道接続状況	 平成25年４月30日現在
地区名 上地 奥地 堀口 芝地 下地 仲之町 端地 畑 貫木 北畑 平見 計

対象戸数 96 52 45 52 54 56 98 107 97 287 265 1209
加入戸数 75 45 35 41 33 45 76 67 64 252 203 936
加入率（％） 78% 87% 78% 79% 61% 80% 78% 63% 66% 88% 77% 77%

〇下水道を接続するには…
工事の相談、見積り、申込は、下水道排水設備指定工事店にご依頼ください。

町下水道排水設備指定工事店登録者名簿	 平成25年４月30日現在
業者名 電話 所在地 業者名 電話 所在地

（株）野地本工業 05979－2－2360 阿田和 山本電気ポンプ店 05979－2－0046 志　原
前田水道 05979－2－2820 阿田和 （有）小林商店 05979－2－0056 神　木
山田水道 05979－2－2892 阿田和 （株）三角田工業 0597－89－3100 熊野市
（有）奥建設 05979－2－2054 阿田和 村田水道工業所 0597－85－3000 熊野市
彩電館はまなか 05979－2－2104 阿田和 （株）協和水道設備商会 0735－22－8067 紀宝町
（有）三間谷プロパン 05979－2－1057 下市木 （有）熊野設備 0735－23－2624 新宮市
石垣水道 05979－2－4492 下市木 （株）仲西水道工事店 0735－31－7236 新宮市
（有）はまゆう建設 05979－2－0613 下市木

≪下水道を使用しているみなさんへ≫
下水道は、生活環境を快適にするための大切な施設です。この施設を快適に長く使い続けるために
も、一人一人が注意して、ルールを守り正しく使うことをお願いします。

〇管詰まり防止のために…
◦トイレではトイレットペーパー以外の紙、紙おむつや生理用品などを流さないでください。
◦台所では野菜くず、残飯、てんぷら油などを流さないでください。
◦風呂の目皿に付着した髪の毛は、排水口に流さずに取り除いてください。

〇下水道施設を守るために…
◦ガソリン、シンナー、廃油などの危険物を流さないでください。
◦宅地内の汚水ますに雨水を流さないでください。

†問い合わせ先†
生活環境課上下水道係
（担当　西

にし

　栄
えい

二
じ

）
☎３－０５１３
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外
来
生
物
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情
報
公
開

外来生物の被害防止にご協力ください

情報公開の状況について

他地域から持ち込まれた「外来生物」は、地域に元々存在する生物の生息場所を奪うなど、生態系
に重大な影響を及ぼすおそれがあります。被害防止にご協力ください。

【主な外来生物】

アライグマ、ブラックバス、セイタカアワダチ
ソウ、オオキンケイギクなど

【被害防止方法】

◦外来生物をむやみに持ち込まない。
◦飼っている外来生物を野外に捨てない。
◦野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げな
い。

†問い合わせ先†
生活環境課環境係
（担当　橋

はし

村
むら

守
もり

裕
ひろ

）
☎３－０５３１

開かれた行政を推進するため、行政情報の公開を推進しています。
御浜町情報公開条例は、公文書の原則公開を定めたもので、町長をはじめすべての行政機関が対象
となっています。

外来生物のオオキンケイギク

平成24年度情報公開制度の利用実績

（請求件数）	 ４件
（処理状況）　　【開示】	 ２件
　　　　　　　　【部分開示】	 １件
　　　　　　　　【文書不存在】	 １件

【主な請求内容】

◦御浜中学校体育館新築工事設計内訳書
◦阿田和公民館新築工事設計内訳書
◦阿田和地区農地造成に関する協定書等

情報公開の請求窓口は総務課で、公文書公開
請求書にて請求すると15日以内で公開、非公開
の決定がされます。
公開の請求手続きや閲覧は無料ですが、コ
ピーや郵送をする場合には、実費を負担してい
ただきます。ただし、個人に関する情報が含ま
れていたり、行政運営を進める上で支障がある
ものなどについては、非公開や部分公開になる
ものもあります。

決定に不服のある場合には、不服申し立てを
行うことができます。
※なお、個人情報保護制度における本人情報の
公開請求はありませんでした。

†問い合わせ先†
総務課総務係
（担当　下

しも

川
かわ

博
ひろ

愛
なる

）
☎３－０５０５
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年金だより
国民年金は何歳から

いくら受給できるの？
■老齢基礎年金
老齢基礎年金は、25年の受給資格期間を満た
した人に対して、原則として65歳から支給され
ます。
支給額（満額）＝年間786,500円（月額65,541円）
〇40年間の保険料を全て納めると満額受給でき
ます。
〇保険料納付の月数が少なければ、その分年金
額は減額されます。

■年金額を満額へ近づけたい方へ
以下の方法で保険料を納付することにより、
老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。
①追納：免除や猶予の承認を受けた期間の保険
料を後で納付できます。
※追納ができるのは、過去10年以内の免除等期
間に限られます。

②後納：納め忘れた期間の保険料を後で納付で
きます。
※後納ができるのは、過去10年以内に限られます。
老齢基礎年金を受給している方は利用いただ
けません。
後納制度は、平成27年10月までの特例措置です。

③任意加入：60歳から65歳になるまでの間に国
民年金に加入できます。また、65歳まで任意加
入をしても受給資格期間を満たさない方に限り
70歳まで加入できます。
詳しくは、担当までお気軽にお問い合わせく
ださい。

†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当　古

こう

部
べ

裕
ゆう

子
こ

）
☎３－０５１２

クラシックバレエ公演を開催します
～ 宝くじ文化公演 ～

珠玉のクラシックバレエの中から名場面ばかりを集めたバレエ傑作集のウクライナ国立バレエが御
浜町にやってきます。
白鳥の湖、くるみ割り人形、眠りの森の美女、黒鳥のグラン・パ・ド・ドウなど見どころだけを集
めたガラ・コンサートです。

【日時】７月25日（木）
開場　18：30、開演　19：00

【場所】中央公民館　アメニティーホール
【料金】一般3,000円、高校生以下1,500円
　　　（入場券は１名につき４枚まで）
※全席指定
宝くじの助成により、特別料金となっております。

【発売日】６月９日（日）　９：00 ～
【発売場所】
○中央公民館
○エムズネット（三重県文化会館WEBサービス）
※３歳以下のお子様の入場はご遠慮ください。

【主催】教育委員会、三重県、（財）自治総合センター
【後援】御浜町文化協会

†問い合わせ先†
中央公民館
（担当　上

かみ

垣
がい

内
と

守
もり

雄
お

）
☎２－３１５１

ウクライナ国立バレエによる白鳥の湖
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今年も日本赤十字社事業資金を募集していま
す。町から委託を受けた連絡員・区長・女性の
会会員が訪問いたしますので、下記の使途をご
理解の上ご協力よろしくお願いします。

【社資】
一般　500円、特別　2,000円以上
資金（社資）は、献血、医療、災害時における

被災者の救護活動や海外支援等に充てられます。
†問い合わせ先†
健康福祉課福祉係（担当　大

おお

家
や

英
ひで

樹
き

）
☎３－０５１５

日赤事業資金（社資）を募集します平和月間（８月１日～31日）の
取り組み団体等を募集します

人間ドック（日帰り）利用者募集

町では、平成16年度から８月を「御浜町平和
月間」と定め、戦争の悲惨さや平和の尊さにつ
いて考える取り組みを行っています。その内容
は、「平和」をテーマに自主的な取り組みを行
う個人・団体（企業、グループなど）と連携を
図りながら、平和を希求するまちづくりを行う
ものです。
昨年は１団体が、絵本朗読会、写真展といっ
たイベントなどを行っていただきました。
趣旨に賛同していただける団体等は、６月28
日（金）までに、日時、場所、取り組み内容等を
総務課までお知らせください。
†問い合わせ先†
総務課総務係（担当　山

やま

本
もと

幸
こう

一
いち

郎
ろう

）
☎３－０５０５

【実施期間】７月～12月
　　　　　平日の紀南病院が指定する日

【医療機関】紀南病院
【検査項目】身体計測・腹囲・血液・胸部X線等
【対象者】御浜町国民健康保険加入者で、35歳以
上75歳未満の方（納期限到来までの国民健康保
険税完納者とします。）

【募集人員】40人
【自己負担金】10,000円（申込みと同時にお支払
いください。）

【申込受付】６月５日～　平日の８：30～17：15
※本庁以外は火曜日、木曜日は休みです。

【申込場所】税務住民課保険年金係・支所・町民
サービスセンター・連絡所
※申込み時には自己負担金・保険証・認印が必
要です。
申込後は、紀南病院から問診表が届きますの
で、必要事項を記入のうえ、病院の指示に従い
受診してください。
40歳以上の方は特定健診を兼ねた健診となり
ます。
†問い合わせ先†
税務住民課保険年金係（担当　下

しも

　博
ひろ

昌
まさ

）
☎３－０５１２

【受験資格】
１　平成25年４月１日において、高等学校又は
中等教育学校を卒業した日の翌日から起算し
て３年を経過していない者及び平成26年３月
までに高等学校又は中等教育学校を卒業する
見込みの者

２　人事院が１に掲げる者に準ずると認める者
【申込期間】
◦インターネット　６月24日（月）～７月３日（水）
◦郵送又は持参　　６月24日（月）～６月28日（金）

【試験日】
第１次試験　９月８日（日）
第２次試験　10月17日（木）～10月25日（金）ま
でのいずれか指定する日
†問い合わせ先†
名古屋国税局人事第二課試験係
☎０５２－９５１－３５１１（内線３４５０）

税務職員（高校卒業程度）を募集します

【開催日】７月６日（土）10：00 ～ 13：00
【場所】福祉健康センター調理室
【対象者】母子家庭の親子（11組、約22人）
【参加料】大人（高校生以上）１人1,000円
　　　こども１人500円

【締切】６月21日（金）
※応募者多数の場合は、抽選とさせていただき
ます。
こどもは、小学生以上とさせていたさきます。

【申込先】御浜町母子寡婦福祉会
†問い合わせ先†
御浜町母子寡婦福祉会役員
☎間下２－１４３９、樋口２－０２０１

平成25年度文化教養講習
～母子家庭親子料理教室～
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■役場の開庁時間
役場の開庁時間は午前８時30分～午後５時15分です。
窓口証明業務（戸籍・住民票・印鑑証明のみ）は午後６時15分まで受付しています。

野生鳥獣の捕獲は、法により規制されていま
す。狩猟による捕獲及び市町による有害鳥獣捕
獲許可証の申請には、狩猟免許が必要です。
●平成25年度狩猟免許試験
開催する狩猟免許試験は網猟、わな猟、第１、
２種銃猟免許試験です。

試験日 会場 受験申請書
受け付け期限

７月10日（水）三重県総合文化センター（津市） ７月３日（水）

８月10日（土）三重県吉田山会館（津市）８月２日（金）

９月１日（日）三重県吉田山会館（津市）８月23日（金）

受験申請書は三重県熊野農林事務所、猟友会
紀南支部で配布しています。
†問い合わせ先†
三重県農林水産部獣害対策課
☎０５９－２２４－２０２０

平成25年度狩猟免許試験のお知らせ

●掛金の納期限は６月28日です！●
平成25年産水稲共済掛金の納入期限は６月28

日（金）です。
納付書等が届きましたら、内容をご確認のう

え、納期限までにお納めください。
また、内容に変更がある場合は、東紀州農業

共済事務組合までお問い合わせください。
†問い合わせ先†
東紀州農業共済事務組合
☎０５９７－８５－３８２１

水稲共済加入のみなさんへ

経営所得安定対策は、これまでの農業者戸別
所得補償制度から名称が変わりました。ただ
し、申請の方法、交付金単価等はこれまでどお
りです。
申請書は、６月初旬ごろに郵送されますので、

交付要件等を確認して	期日までに申請書を提
出してください。

【対象者】生産数量目標に従って、交付対象作物
を販売目的で生産する販売農家と集落営農。

【申込期日】７月１日（月）まで
【申請書提出先】産業建設課農業振興係
†問い合わせ先†
東海農政局	津地域センター農政推進グループ
☎０１２０－３８－３７８６

経営所得安定対策の実施

三重県司法書士会が次のとおり無料法律相談
会を開催します。
お困りごとや、聞きたいことなどを司法書士
がお聞きし、アドバイスをいたしますので、お
気軽に申込んでください。
6月13日（木）までに事前の予約をいただくと、
相談時間の予約ができ待ち時間が少なくてすみ
ます。
また、詳しい回答がいただけますので出来る
だけ予約してください。

【日時】６月15日（土）　10：00 ～ 14：00
【会場】神木公民館
【相談時間】約１時間
【募集人数】８名（但し、募集人数を超えた場合
は時間を延長して対応します。）

【予約申込】税務住民課（☎３－０５１２）まで、
氏名、電話番号、簡単な内容等をご連絡ください。

【予約締切】６月13日（木）までに申込みしてくだ
さい。

【当日受付】時間終了までに会場にお越しくだ
さい。
†問い合わせ先†
三重県司法書士会
☎０５９－２２４－５１７１

司法書士無料法律相談会を開催します

紀宝警察署メールボックス紀宝警察署メールボックス
「ダメ。ゼッタイ。」
　～薬物乱用をなくそう～

薬物の乱用は、全世界的な広がりを見せており、
人間の生命はもとより、幻覚や妄想等により、殺
人・放火等の凶悪な事件や重大な交通事故等を引
き起こすなど、人類が抱える最も深刻な社会問題
の１つとなっています。
薬物乱用のない安全な社会を実現するために

は、一人ひとりが薬物を拒絶する意識を持つこと
が大切です。
薬物に関する情報を得たときは、紀宝警察署や

交番、駐在所に連絡してください。
みなさんからの情報が、薬物乱用者の排除につ

ながります。
†問い合わせ先†
紀宝警察署　☎０７３５－３３－０１１０
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市木地区青年農業者のグループ７名が今春、
ＪＡ三重南紀統一選果場近くに合わせて約90ａの
畑を借り、共同でＪＡ三重南紀の推奨品種である
「みえ紀南１号」を植えました。中には、農業を
始めて間もない方いるので、お互いに切磋琢磨し
ながら栽培技術を向上させ、おいしいみかん作り
に励むそうです。「みえ紀南１号」のブランドで
ある「みえの１番星」の生産量が増えることを期
待します。

2013-No.49

対策室だよりかんきつかんきつ
金柑

か
ん
き
つ
対
策
室
だ
よ
り

去る４月22日、23日町内の小学校と尾呂志学園
の給食のデザートとして「みえ紀南４号」が出さ
れました。「みえ紀南４号」は昨年10月に登録さ
れた新しい品種です。現在、数件の農家が試験的
に栽培しており、今回はＪＡ三重南紀で貯蔵試験
中であったものを提供していただきました。給食
を食べた児童のみなさんは「おいしい！」「すっ
ぱくなくて甘い」と言っていました。町では「年
中みかんのとれるまち」として様々なみかんを学
校給食で味わってもらうことで地域の産業への理
解が深まればと考えています。

新品種が給食に出されました

みなさんこんにちは。梅雨の時期を向かえ、雨の日が多くなってきました。みかんの木も新緑の芽
から若葉となり雨上がりには輝いて見え、活力に満ちています。作業面では炎天下での防除作業は体
にこたえます。体調管理には十分注意してください。

共同園地で優良品種を増やす

†問い合わせ先†
産業建設課柑橘対策室
（担当　瀬

せ

古
こ

勝
かつ

信
のぶ

）
☎３－０５１７

共同で苗を植える様子

給食でみえ紀南４号を食べる児童

セミノール

ＪＡ三重南紀のセミノール部会（西敏勝会長）ではセミノール
の出荷方法を工夫し、商品化しています。青果物として出荷する
果実を１級果、小さな傷がある果実を２級果とし、大きな傷があ
るものはジュース用として出荷します。また、セミノールはヘタ
の部分が取れやすく、ヘタが無ければ商品として扱いにくいので
すが、部会のみなさんや関係機関の「農家にみかんを１つでも多
く出荷してもらおう」という想いで商品化しています。
部会では、出荷することができないみかんを畑に捨てると獣の
餌になりやすいことも心配しており、セミノールをできるだけ商
品化して農家の所得向上に努め、同時に獣の餌を減らしています。
部会のみなさんの活動により、今後もセミノールが消費地で
様々なかたちで浸透していくことを願います。

セミノール部会のとりくみ
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古川　弘典

町長だより
No.61

みなさん、こんにちは

初夏らしい天気の日々が多くなりました。そ

れぞれの６月を迎え、ついこの間、正月をした

ばかりなのに、あるいは、学校や職場の３月、

４月の新年度への移行があったばかりなのに、

またゴールデンウイークはあっという間に過ぎ

てしまったなどなど、日々の移ろいの速さにお

どろき、季節ごとの仕事に追われる方、季節に

かかわらず忙しい方、あるいは体調を維持すべ

く苦労しておられる方、さまざまの昨日今日で

はないでしょうか。お見舞い申し上げます。

高齢化と負担問題

さて、地域をとりまく様々な課題があるなか

で、少子高齢化の進行に起因する問題がますま

す大きくなってきていることは、みなさんご存

じのとおりです。国では税と社会保障の一体改

革が国会の重要課題となっています。

この問題を考えるにあたり、若い世代と老年

世代の世代間対立のことが問題のひとつだと言

われます。いわゆる負担割合と給付割合の問題

ですが、これは現代日本の切実な問題です。

平均と実際

ところで、いろんな問題解決のために、いろ

んな統計数字が活用されますが、平均値とか、

平均数字というのが必ず登場します。ここで気

を付けるべき大事なことは、その数字と合わせ

て現実はどうなっているかということです。

たとえば、御浜町の人口は10人で平均年齢は

50歳だとします。この時、５人が80歳で５人が

20歳、実際の50歳がひとりもいなくても平均

年齢は50歳ですし、10人全員が50歳、80歳も

20歳もひとりもいないとしても平均年齢は50

歳です。

平均値とかパーセントとかを見る場合、同時

に現実の数字はどうなのかということとセット

で理解することが大切だということです。

扶助と損得

住民全体に関わる公的課題に対応する上で、

税金でまかなうことと、保険でまかなうという

ことについてですが、保険というのは、健康保

険であれ、介護保険であれ、国民年金であれ、

元は相互扶助、いわゆる助け合いの考え方から

始まっています。単純に損得の考え方になじま

ない制度です。

つまり、病気にならず健康保険を使わない人

は損をしているのではなく、健康であることで

幸せなのであって、自分は使わずに済んでいる

ので、それを病気になった人に使ってもらい

ましょうという考え方で成り立っているもの

です。

保険を掛けたんだから、みんながそれを使わ

なければ損だということになれば、使う人と使

わない人がいて初めて帳尻が合う制度なのです

から、たちまち立ち行かなくなるのも道理です。

世代間対立ではなく、どの程度の助け合いな

ら折り合うのか、他人事ではなくそれぞれが

考え、納得をしなければならない制度だと思い

ます。
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初夏の陽気となり、晴れると汗ばむ日もあり
ます。
急激に暑くなる日もありますので、熱中症対

策など体調管理には十分気を付けてください。

さて、今回の表紙ですが、尾呂志学園の児童・
生徒による田植えです。
昨年も取材させていただきましたが、今年も

田植えの季節となりました。
今年の田植えですが、気温が上がらず寒かっ

たです。児童からも「さむ～い」という声があ
がっていましたが、毎年田植えを行っているの
で、慣れた手つきで苗を植えていました。
お米がたくさん実り、児童・生徒が稲刈りを
している姿を取材しにいくのが楽しみです。

変わりまして、今回の特集ですが、避難所・
津波避難場所です。普段、目にしたり、聞いた
ことがあるかと思いますが、その違いと一覧を
２・３ページに記載させていただいております
ので、今一度のご確認をお願いいたします。

（総務課　総務係　谷
たに

合
あい

輝
てる

幸
ゆき

）

赤
ち
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画
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／
広
報
文
芸
／
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と
が
き

あとがき

人		口	 9,346人	（－３人）

　		男	04,368人	（－３人）

　		女	04,978人	（±０人）

世帯数	 4,292戸	（＋９戸）

5月１日現在の人の動き
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まして

毎年、三重県の男女共同参画を推進するため、県内の男
女共同参画センターと市町が手を取り合い、「映画祭」を
各地で開催しています。みなさんのご参加をお待ちしてお
ります。

【日時】７月６日（土）
開場13：00 ～　上映13：50 ～ 15：45

【上映映画】うさぎドロップ
心温まる　ちょっと不器用な　独身イクメン奮闘記

【出演者】松山ケンイチ　香里奈　芦田愛菜　他
【会場】まなびの郷　きらめきホール（紀宝町）
【チケット】無料（教育委員会にて整理券配付）
※託児所有り（１歳～未就学児で先着５名程度、申込締切
６月26日）

【主催】紀宝町
【共催】紀北町・尾鷲市・熊野市・御浜町・フレンテみえ
†問い合わせ先†
教育委員会生涯学習係
（担当　南

みなみ

　紀
のり

子
こ

）
☎３－０５２６

三重県男女共同参画連携映画祭2013平成25年３月１日
～31日届出分
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の カレンダー 6くらし
1 土 ゴルフ教室　9：30～12：00　清掃センター

2 日

3 月
特設人権相談　10：00～15：00　役場１階会議室

バレーボール教室　17：45～19：00　御浜中体育館

サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

4 火
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

（阿田和・尾呂志地区）

卓球教室（中学生・一般）　19：00～21：00　阿田和中学校

5 水

ありんこ広場　9：30～11：30　福祉健康センター

貯筋体操教室　13：30～14：30　福祉健康センター

ソフトテニス教室　19：00～21：00　阿田和小学校

ゴルフ教室　19：00～21：00　ダイヤモンドヒル

6 木
紙、衣類等資源収集日（阿田和・尾呂志地区）

卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

バレエ・エクササイズサークル　10：00～11：30　中央公民館

7 金
子どもの広場　9：30～11：30　福祉健康センター

貯筋体操教室　10：00～11：00　神木公民館

太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

8 土 ゴルフ教室　9：30～12：00　清掃センター

9 日

10 月
うんどう教室（自主活動）　10：00～11：30　福祉健康センター

バレーボール教室　17：45～19：00　御浜中体育館

サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

11 火
金物資源、金物・プラスチックごみ収集日

（市木・神志山地区）

卓球教室（中学生・一般）　19：00～21：00　阿田和中学校

12 水

年金相談　10：00～14：00　役場１階会議室

がん検診（予約制）　8：00～14：00　志原公民館

貯筋体操教室　13：30～14：30　中立集会所

ソフトテニス教室　19：00～21：00　阿田和小学校

ゴルフ教室　19：00～21：00　みはまＧＧ

13 木
紙、衣類等資源収集日（市木・神志山地区）

卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校

バレエ・エクササイズサークル　10：00～11：30　中央公民館

14 金

子育て相談　9：30～11：30　福祉健康センター

ちょっと気になる子ども相談（予約制）　役場

子どもの広場（自主活動）　9：30～11：30　福祉健康センター

貯筋体操教室　10：00～11：00　中央公民館

太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

15 土
司法書士会法律相談会　10：00～14：00　神木公民館

ゴルフ教室　9：30～12：00　清掃センター

16 日 資源持込日　8：00～12：00　役場

17 月 バレーボール教室　17：45～19：00　御浜中体育館

18 火

多重債務者相談（予約制）　10：00～12：00　役場１階会議室
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ

収集日（阿田和・尾呂志地区）

卓球教室（中学生・一般）　19：00～21：00　阿田和中学校

19 水
行政･人権･心配ごと相談　9：00～12：00　役場１階会議室
ソフトテニス教室　19：00～21：00　阿田和小学校
ゴルフ教室　19：00～21：00　ダイヤモンドヒル

20 木

粗大ごみ収集日　7：00～15：00
２歳児歯科検診　13：00～15：00　福祉健康センター
卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校
サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド
バレエ・エクササイズサークル　10：00～11：30　中央公民館

21 金
子どもの広場（自主活動）　9：30～11：30　福祉健康センター
太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

22 土 ゴルフ教室　9：30～12：00　清掃センター

23 日 資源持込日　8：00～12：00　リサイクルセンター

24 月
バレーボール教室　17：45～19：00　御浜中体育館
サッカー教室　19：00～20：30　御浜中グラウンド

25 火
ビン類資源・ペットボトル･トレー資源、ビン類ごみ

収集日（市木・神志山地区）

卓球教室（中学生・一般）　19：00～21：00　阿田和中学校

26 水
ソフトテニス教室　19：00～21：00　阿田和小学校
ゴルフ教室　19：00～21：00　みはまＧＧ

27 木
４か月児・10か月児健診（個別通知）　熊野市保健福祉センター
卓球教室　19：00～21：00　阿田和中学校
バレエ・エクササイズサークル　10：00～11：30　中央公民館

28 金 太極拳教室　19：00～20：30　志原公民館

29 土
もうすぐ１年生ひろば　9：30～11：00　福祉健康センター
ゴルフ教室　9：30～12：00　清掃センター

30 日

６月の納税期限
●町　県　民　税　　第１期
●国民健康保険税　　第２期
納期限　７月１日（月）

町県民税の納税通知書は、６月中旬にお届けしますのでご確
認ください。

※納税は便利で確実な口座振替をどうぞご利用ください。

　　…ごみ関係（生活環境課　☎３－０５３１）
　　…健康づくり係関係（健康福祉課　☎３－０５１１）
　　…みはまスポーツクラブ関係（事務局　☎090－2060－3151）
※ゴルフ教室以外の屋外種目は、雨天時中止（不明な場合は、お問い合わせください。）
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みて見てみはま ※総務課では、御浜町のイベント
や風景などの写真の提供を受け
付けています。
詳しくは総務課広報担当まで。

４月28日（日）に町外の方
を対象とした甘夏みかん狩り
ツアーが行われました。
このツアーには、県内外か
ら53名の方が参加しました。
参加者は、最初にはさみの使
い方やみかんの採り方などを
聞いた後、みかん狩りやみ
かんジュース作りを楽しみま
した。
甘夏で作ったみかんジュー
ズを飲んだ参加者からは「す
ごく美味しい」「どれだけで
も飲めそう」という声があが
るほど好評でした。

４／２８　みかんの花と春の甘夏みかん狩りツアー

甘夏を収穫する参加者

七里御浜海岸のごみを集める参加者

４月21日（日）に七里御浜海岸と新宮市の王
子ヶ浜で、一斉クリーン作戦が行われました。
これは、アカウミガメが産卵のために上陸す
ることや環境保全のために行われ、参加者は、
海岸に漂着した流木を集めたり、ごみを撤去し、
きれいにしました。

４／２１　第１回七里御浜・王子ヶ浜一斉クリーン作戦

とうもろこしの苗を植える参加者

４月20日（土）に「みはまっこ体験クラブ・
土とふれあおう」と題して、とうもろこしの苗
などを植えました。
参加した子どもたちは、地域の方々の指導の
もと、畝

うね

から作り、苗がしっかり育つように一
生懸命植えていました。
植えたとうもろこしは７月に収穫する予定です。

４／２０　みはまっこ体験クラブ


